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令和 6 年能登半島地震について（第３報） 
  

〇義援金の状況 

全肢連では、この災害による被災地の方々の生活を支援するため、地震発生後より皆様に

ホームページ等を通じて、義援金のお願いをしてまいりました（現在も継続中）。 

３月１１日現在、９６か所からの義援金の入金をいただき、金額は４，８８０，０１９円

となっております。 

ご協力いただきましてありがとうございます。 

なお、お預かりさせていただいております義援金は、被災地県肢連からの被災状況の調査

を経て、被災された会員の方々に、お届けする予定ですが、一部仮払いをして被災者へお届

けを始めています。 

会員の皆様には、改めて使途の全体像についてご報告はさせていただきます。 

また、引き続き義援金の受付をしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

義援金お振込み先 

１．ゆうちょ銀行・郵便局 口座番号 11380-09303811 

 名義 シャ)ゼンコクシタイフジユウジシャフボノカイレンゴウカイ 

２．銀行振込 

 三菱ＵＦＪ銀行 西池袋支店 普通口座 口座番号 4962337 

 名義 シャダンホウジンゼンシレン 

個人でご支援をいただける際には、 

事前に電話（03-3971-3666）、FAX（03-3971-6079）、 

メール（zenshiren@zenshiren.or.jp） 

等にてお知らせいただければ幸いです。 

 

引き続きよろしくお願いいたします。 
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一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会 

 〒170-0005 東京都豊島区南大塚３－４３－１１ 

     福祉財団ビル 5 階（令和６年３月２１日より） 

 ＴＥＬ：０３－３９７１－３６６６ 

ＦＡＸ：０３－３９７１－６０７９ 

 

メール zenshiren@zenshiren.or.jp 

    

皆様からニュースのご提供を 

全肢連公式ホームページでも全肢連情報をご覧になれます 

https://www.zenshiren.or.jp 

心からお待ちしております 

mailto:zenshiren@zenshiren.or.jp
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〇石川県肢体不自由児者父母の会連合会 松田会長より 

この度の能登半島地震に際しましては、全国の県肢連・地域父母の会並びに個人の方より

多大なるご支援をいただき、心よりお礼申し上げます。 

あれから２か月以上が経過しましたが、現在も指定避難所には５，０００人以上が生活

し、自主避難所、二次避難所などを合わせればその数倍にもなる人たちが不自由な暮らしを

続けています。能登半島の先端、珠洲市では今も９５%の家が断水していて自宅避難してい

る人たちにも限界が近づいています。その中でも、懸命な復旧作業により被災地への道路が

徐々に通行可能になり、石川県肢連高田事務局長が被災者への支援物資を届けたいと申し出

てくれて、寝袋を持参して車で奥能登へ向かいました。その中の２家族の様子をお知らせし

ます。 

 

 

・輪島市門前町の K さん家族は本人、ご両親、お兄さんの４人で地域の公民館で生活し

ています。地域の人たち３０人がここで暮らしていますが、高齢者も多いので K さん家族

が率先して避難所の運営、雑用まで引き受けています。この地は２００７年の能登半島地震

でも大きな被害があった場所で、昨年５月の地震でも被害を受けています。どこの避難所で

お話を伺っても、とにかく人手が一番足りないと言われます。行政関係の職員は限られてい

て、ボランティアは宿泊場所がなく日帰りで金沢市内からバスで移動しますが、往復に６～

７時間もかかり、現地での作業時間がほとんどないとの不満もでています。今回の地震では

災害時の問題がすべて炙り出されたようで今後の災害対策の参考にしてもらいたいと思いま

す。 

お見舞い金お渡し 

支援物資 

・ブランケット １０枚 

・島原うどん １箱 

・いろはす １ケース 

・綾鷹  １ケース 

・ポリタンク ３ 

・マスク １箱 

・消毒液 １ 

・ビニール袋 １０ 

・タンブラー ２５ 
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・輪島市河井町の F さん家族 ご両親・お兄さん・本人は地震後に加賀市の施設に移動 

自宅は道路側に傾斜して立ち入り禁止。自宅横で創業８０年以上の精肉店を営んでいまし

た。精肉店は輪島朝市通りの南にあり、朝市通りの火災では数十メートルまで火の手が迫り

ましたが何とか延焼を逃れました。しかし、お店の入口のガラス扉は割れ、肉を切る機械が

倒れて器材が散乱し、水も電気も止まりました。それでも周囲の励ましや、応援に背中を押

され先月５０日ぶりに店を開けることが出来ました。当面は時短営業で商品も揚げ物の一部

のみですが、なじみの味を求めてお客さんが訪れてくれています。 

ただ、肉の処理や衛生面から水が不可欠で断水が続く中、「とにかく水道が早く復旧して

くれるとありがたい」と 4 代目のお兄さんは話しています。 

 

 

 

 

最後にお母さまからお手紙を頂きましたのでご紹介します 

 

『このたびは、父母の会の皆様からお見舞金や支援の品を頂き心から感謝いたします。皆

様からのお気持ちを糧に、今後に向けて家族が力を合わせて頑張っていきたいと思いますの

で、引き続きよろしくお願いいたします。 

お見舞い金お渡し 

支援物資 

・ブランケット ４枚 

・島原うどん １箱 

・いろはす １ケース 

・ポリタンク ２ 

・マスク １箱 

・消毒液 1 

・ビニール袋 １０ 
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以下は地震当時の様子です。何かの参考になれば幸いです。 

１月１日１６時６分、震度５強の地震が起きました。「揺れたね、怖かったね」って勇輝

（本人）に話をしていた時に二度目の地震。ソファにいた勇輝が私にしがみつき、私も勇輝

を支えながらソファにつかまっているのが精一杯でした。一度目の地震とは比較にならない

揺れ、食器が落ちる音、家電が倒れる音が響く中なかなかおさまらない揺れに、「いつにな

ったらとまるのだろう。このままでは家が潰れる。天井が落ちてきたらどうすればいいの

か」と、私自身も怖くて仕方がなかったのですが、勇輝が悲鳴をあげていたので、「大丈夫

だよ、大丈夫だよ」とずっと声をかけていました。揺れがおさまり、電気が消え、テレビの

情報も入らず、この揺れでは津波が来るかもと思い、とりあえず二階へ勇輝を運びました

が、この高さではダメだと思い、高台へ車で避難しようと玄関に向かいました。幸いにも玄

関の扉が壊れて外側へ倒れていたため、すぐに家から出ることが出来ましたが、近くのビル

が倒れ、電柱も倒れ、周りの家は倒壊していて動くことが出来ず、家に戻り勇輝を車いすに

乗せて近くの避難所に向かいました。避難所へ行くまでの道でも家が倒壊し瓦やガラスが散

乱している中を落ちていた木の板で避けていたら、周りにいた人たちも手伝ってくれて、車

いすが通れるようにしてもらえました。避難所に着いてからは、数人で三階まで車いすごと

運んでくれたので、感謝の気持ちでいっぱいです。避難所では、１日、２日と食料ももらえ

ず、勇輝の兄が家から非常食を持ってきて、勇輝には缶詰のパンと、水を入れて作るご飯を

食べさせました。余震の回数も多く夜も眠れないようでした。一番困ったのはトイレでし

た。トイレに行くまでの廊下にも多くの避難者の方がいて、トイレに行くまでに「すいませ

ん」と何度も言いながら通してもらいました。トイレは水が使えないのでひどい衛生状況

で、さらに皆さんに通してもらうのも申し訳なくて、部屋で毛布を被せて携帯トイレで何度

か済ませました。津波の心配がなくなった後も、自宅と火災現場が近いため戻ることも出来

ず、３日の午前中まで避難所で過ごしました。金沢にいた父親が片道７時間かけて迎えに来

てくれて、勇輝を加賀市の施設に帰すことが出来ました。施設のスタッフさんが、「勇輝く

んのことはお任せください」と言ってくれて、とても心強く安心しました。今回の地震で、

障害のある子を避難させることの難しさを痛感しました。海岸の隆起などがあり津波は来ま

せんでしたが、珠洲市の津波到達時間が地震から１分後だったなどと聞くと、避難は間に合

わなかったと思います。今後は災害時の避難方法を、日ごろから考えておかないといけない

と痛感しました。 F・Ｙ」 

 

☆住む家を失った、珠洲市・輪島市の会員さんは半数以上が、現在金沢市内のホテルや旅

館の二次避難所・行政が家賃を負担する民間の賃貸住居のみなし仮設住宅あるいは親戚の家

等で生活しています。しかしそれにも期限があり、いずれ将来の選択が迫られます。安定し

た生活が得られるまで支え続けることが会の使命だと考えますので、今後ともご協力をくだ

さいますようよろしくお願いいたします。    

 

石川県肢体不自由児者父母の会連合会 会長 松田郁夫 
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障害者 災害避難に不安  
能登半島地震では、自宅にとどまった障害者に支援の手が届かず孤立した事例か報告され

ている。専門家は「サービス提供や配慮を、平時と災害時で切れ目なく連絡させることが重

要。行政が中心となり本気で取り組むべきだ」と指摘する。 

障害者らを対象に実施したアンケートでは、災害時の避難が「難しい」「できない」との

回答が１７％に上った。「透析が心配」「大きな声や多動などで一般の避難所にわが子を連れ

て行くことができない」など、切実な声も寄せられた。「ある全盲の人は自力で避難できな

いとして『死ぬか、自宅で生きるしかない』と覚悟しているほどだ。１次避難所に避難でき

ても、その後の生活で集団の中で行動するのは極めて困難」と語る。能登半島地震で現地調

査を行った同志社大学社会学部の立木茂雄教授は、「避難所での生活が困難だとして、そも

そも避難しない障害者が多い」と指摘する。 

立本教授によると、能登半島地震では施設の損壊などの影響で、開設できた福祉避難所は

想定の２割程度。被害が甚大な石川県では、ホテルなどの２次避難所に入るまで一時的に被

災者を受け入れる「１．５次避難所」を開設し、要配慮者の受け入れにも対応している。施

設ごと１．５次避難所に入ったケースもあり、「これまでにないような大きな要配慮センタ

ーとなっている」と立本教授。 

一方で「１．５次避難所に来る人は普段からサービスを使っている人など誰かに声を上げ

てもらえた人。自力で生活していた障害者などは調整してくれる専門の人がいない」のが現

状だ。現地では、今月から在宅避難者への個別訪問調査が始まったといい、今後は「普段支

援する福祉関係者や防災部局が協力していかなければならない」と話す。 

個別避難計画を策定するためには、各当事者の生活実態を把握することが欠かせない。そ

のためには地域のつながりはもとより、国が示す取り組み指針にもある通り「信頼関係も期

待できる福祉専門職の参画が極めて重要」。平時の在宅生活を可能にする福祉の環境づくり

と災害時の緊急対策をつなげ、普段、福祉サービスを利用していない当事者やその家族らも

取り残さない地域づくりが求められている。 

十勝毎日新聞より抜粋 

 

視線入力機器勉強会の開催…愛媛県肢連 
愛媛県肢連では 2 月 18 日新居浜・3 月 2 日松山の 2 か所で「重度障がいある方の ICT

活用と自立活動学習会」と銘打ち、愛媛県障がい者 ICT サポートセンターのご協力を得て ICT

機器特に視力入力機器による重度の障がいある方の目線によるゲームや文字入力の学習を行

いました。 

最初に愛媛大学教育学部特定助教竹内麻子先生による講演の後、実際に PC により実演を

しました。日頃重症のためほとんど親に生活の面倒をみてもらっている参加者の方々が、こ

の日は自分の目で意思表示ができて大きく感動を呼びました。 

愛媛県肢連では昭和４８年から５１年間、傘下の松山肢体不自由児者父母の会が静的弛緩

誘導法の訓練をしており、その後県下全域で実施しています。 

最近は、ICT 機器の発達は目覚ましく視力入力機器を導入することにより自立・社会的視

野が広がることが期待できることから勉強会を開催しました。 

尚第 2 部で静的弛緩訓練を実施しました。 

松山勉強会においては、分身ロボット「OriHime（オリヒメ）」も紹介されました。「OriHime」

は自宅等から操作して動かすことが可能で、障害のある人が社会と繋がりを持つためのツー

ルの一つです。愛媛県でも、身体障害のある女子高校生が、この「小さな相棒」をと一緒にカ

フェ店員として接客体験に挑戦しました。この様子は南海放送にてオンエアされ、大きな反 
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響を呼びました。 

 

新型コロナウイルス感染症について（厚労省 HP より引用） 
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 
令和６年２月６日 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム   厚労省 HPより 
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全肢連事務局が移転します 
全肢連事務局は、現在の豊島区東池袋から、豊島区

南大塚にある全国心身障害児福祉財団の建物の 5 階に

移転します。 

全国心身障害児福祉財団は、障害のある子どもたち

と家族の拠点として１９７０年に設立されました。 

全肢連は構成団体として、長年連携して事業を展開

しています。また、障害福祉関係団体の事務所も多く

置かれていることから、今後より一層の他団体との連

携も図れることになります。 

福祉財団ビル 

1 階 全国心身障害児福祉財団事務局 

2 階 けやき歯科診療所 

3 階 中央愛児園 

4 階 全国療育相談センター 

5 階 聴覚障害者教育福祉会/東京都医療ソーシャルワーカー協会/日本重症心身障害 

福祉協会/社会支援ネット・早稲田すぱいく/全国病弱虚弱教育学校 PTA 連合 

会/全国盲学校 PTA 連合会/全国ろう学校 PTA 連合会/東京社会福祉士会/ 

日本ダウン症協会/全国肢体不自由児者父母の会連合会 

6 階 日本筋ジストロフィー協会/東京都難聴児相談支援センター/東京コロニー/ 

東京都葛飾福祉工場 

7 階 全国特別支援教育推進連盟/全国肢体不自由特別支援学校 PTA連合会/ 

日本てんかん協会/東京都自閉症協会 

 

 

令和６年３月２１日（木）より新事務所で業務を開始

します。 

 

新事務所 

〒170-0005 東京都豊島区南大塚３－４３－１１ 

              福祉財団ビル 5階 

TEL: 03-3971-3666   FAX : 03-3971-6079 

（TEL/FAX は変更ありません） 

 

事務局より                          
 

令和６年度全肢連通常総会（全国会長事務局長会議）開催日程について                  

詳細については改めて各都道府県肢連事務局宛にご案内します。 

＜日 時＞令和６年 5 月 2５日(土) 午後 1 時３０分～3 時３０分（受付 1３時より） 

＜会 場＞東京芸術劇場 ５階 シンフォニースペース 

（池袋駅西口より徒歩 2 分。駅地下通路 2b 出口と直結） 

         ※例年と会場が違いますのでご注意願います。 


